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第 32 号議案長崎市行政手続における特定の個人を識三ljするための番号の利

用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報

の提供に関する条例の一部を改正する条例
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1 改正条例

長崎市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づ

く個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

2 改正理由

長崎市においては、保護者の経済的負担の軽減を図り、私立幼稚園への就園を奨励するた

め、長崎市私立幼稚園就園奨励費補助金(以下、「補助金」という。)として、私立幼稚園

の園児の入園料及び保育料について、私立幼稚園が世帯の所得状況に応じて減免する場合

に補助を行ってきたが、令和元年10月からの幼児教育・保育の無償化の実施に伴い、私立

幼稚園の園児の入園料及び保育料は施設等利用費として給付されることとなったため、令

和元年度をもって補助金を廃止することとした。

補助金の交付にあたっては「長崎市行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条伊1」に

基づき、市外からの転入世帯の所得状況調査における添付書類を省略するため個人番号,を

利用した税情報の照会を行ってきたが、補助金の廃止に伴い、税情報の照会を行う必要がな

くなることから、個人番号の利用事務として定められていた「私立幼稚園就園奨励費補助金

の交付に関する事務」を廃止し、本条例を改正するもの。

3 改正案の内容及び施行期日

a)'改正案の内容(第3条)

補助金の廃止に伴い「私立幼稚園就園奨励費補助金の交付に関する事務」について、

個人番号を利用する事務から削除するもの。

②施行期日

令和2年4月1日
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4 新旧対照表

0長崎市行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律に基づく

個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関

する条例

改正前(傍線部分は改正部分)

第 1 条から第5条まで(略)

別表第1 (第3条関係)

平成27年7月17日

条例第24号

改正後(案)(傍線部分は改正部分)

0長崎市行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律に基づく

個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関

する条例

機関

市長

個人番号を利用する事務

Π4)私立幼稚園就園奨励費補助

別表第2 (第3条関係)

金の交付に関する事務であつて

市長が別に定めるもの

機関

第1条から第5条まで(略)

附則

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

i

個人番号を

利用する事務

市長

Π4)私立幼稚園
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就園奨励費補助

別表第1 (第3条関係)

平成27年7月17日

条例第24号

金の交付に関す

る事務であつて

機関

市長が別に定め

特定個人情報

るもの

市長

地方税関係

情報又は福祉

別表第2 (第3条関係)

個人番号を利用する事務

関係情報であ

つて市長が別

哨1邦別

に定めるもの

機関

市長

個人番号を

利用する事務

哨11除)

特定個人情報

蛸嘱制


